
 

 

平成 27 年 6 月 23 日 
運輸安全委員会 

 
米国連邦航空局（FAA）に対する安全勧告に関するフォローアップについて 

 
 

運輸安全委員会は、平成 23 年 9 月 6 日に那覇空港から東京国際空港へ向けて飛行中に、

機長が操縦室を退室した後、機長を再入室させようとした際、副操縦士がドアロックセレク

ターを操作するつもりで誤ってラダートリムコントロールを操作したことにより、機体が異

常な姿勢になり急降下したエアーニッポン（株）所属ボーイング式 737-700 型 JA16AN 航空

重大インシデントの調査において、平成 26 年 9 月 25 日に航空事故調査報告書の公表ととも

に米国連邦航空局（FAA）に対して安全勧告を行ったところですが、今般、安全勧告に対す

る措置状況について通知がありました。概要は以下のとおりです。 

 

１．安全勧告 

同機の航空機設計・製造者であるボーイング社に対して指導すべき措置 

７３７系列型式機におけるラダートリムコントロールとドアロックセレクターに

関して、本報告書で指摘したそれらの形状・大きさ・操作上のそれぞれの類似性を低

減又は解消する必要性について検討すること。特にラダートリムコントロールの形状

と大きさについて、７３７系列型式機を除くボーイング社の機種のラダートリムコン

トロールに見られる、「つば」がない円筒形の直径約５０mm の構造に変更し、触れ

ただけで違いが判別できるようにすることの有効性を検討すること。 

 

２．米国連邦航空局からの通知（要約） 

        FAA は、フライトデッキのドア開閉スイッチの形の修正について、ボーイング社

と共同で分析した結果、誤操作を防止するうえで 

     ①ヒューマンファクターの見地から、スイッチの形状以上にスイッチの配置が重要

であること 

       ②同じ航空会社の機種間でスイッチの配置が不統一である事例が確認されたこと

から配置の違いを最小とすることが望ましいこと 

       ③なお、米国内の運航会社では、運航中に操縦室から運航乗務員が退室する場合は

他の乗務員を入室させ、運航乗務員の再入室時に手動でドアロックを解除し、フ

ライトデッキのドア開閉スイッチは使用しない手順となっているため、この問題

が影響を及ぼさないこと 

との結論を得た。 

 

これらの分析結果を、FAA から米国内の航空会社及び海外の航空当局に対し情報提供

した。 

 

  


















